
180324TOKYO 

 

 

 

「司法書士オープン総合編」開講直前ガイダンス 

 

効率的な問題の解き方 

＆背景知識の磨き方 
 

 

 

 

講師レジュメ 
 

 

 

 

 

 司 法 書 士 

海老澤 毅 専任講師 

TOKYO・YOKOHAMA・OSAKA･KYOTO･NAGOYA・FUKUOKA 



 



効率的な問題の解き方＆背景知識の磨き方 講師レジュメ 

辰已法律研究所 - 1 - 

第１問 

（方針） 

全部３行なので，素直にアから。 

 

ア 訴額１００万円で，併せてしているのが代償請求なので，全体としても訴額は１

００万円（民訴９条１項ただし書）。よって簡易裁判所。 

  正しい。 

（組合せ） 

  アエ，アオのいずれか。イとウを読む必要なし。 

 

エ 管轄は，訴えの提起の時を基準として定める（民訴15条）。 

  よって，訴え提起後に被告の普通裁判籍が変わっても移送されない。正しい。 

 

 以上から，アとエが正しく，１が正解。 

 

 

第２問 

（方針） 

 ウが１行だが，他の肢も２行なので，アから。 

 

ア 民訴43条１項の条文の通りで，正しい。 

（組合せ） 

 アウ，アエのいずれか。ウに。 

 

ウ 補助参加の異議に対する裁判（民訴44条１項）には，即時抗告することができる

（同条３項）。 

  誤り。 

 

 以上から，アが正しく，ウが誤りなので，２が正解。 

 

 ※ アは全く条文の通りなのですが，こういう単純な手続で正しい記述は，かえっ

て自信をもって正しいと判断できないことがあると思います。 

   その場合には，判断留保して，イ，ウ，エと進めるのも良いと思います。 
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第３問 

（方針） 

 １行でしかも短いウから。 

 

ウ 民訴271条。もちろん，正しい。 

（組合せ） 

 イウ，ウオのいずれか。イに戻る。 

 

イ 確認の訴えは，権利又は権利関係の存否の確認についてするのが原則であるが，

法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる（民

訴134条）。 

  誤り。 

 

 以上から，イが誤りで，ウが正しいので，５が正解。 

 

 

第４問 

（方針） 

 もちろん，アから。 

 

ア 受訴裁判所の管轄権の存否は訴訟要件なので，それは職権で証拠調べをすること

が」できる（民訴14条）。正しい。 

（組合せ） 

 アイ，アオのいずれか。 

 

イ 証拠保全の決定は，訴訟係属中，職権ですることができる（民訴237条）。 

 誤り。 

 

 以上から，アが正しく，イが誤っているので，２が正解。 
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第５問 

（方針） 

 １行で短いエから。 

 

エ 請求の放棄は，口頭弁論等の期日においてする（民訴266条１項）。そして民訴第

２編第６章において，「口頭弁論等の期日」は，口頭弁論，弁論準備手続又は和解

の期日である（民訴261条３項）。よって正しい。 

  ※ 受験生としては，請求の放棄・認諾は，単に弁論準備手続や和解の期日でも

することができると覚えておけば良いのですが。 

（組合せ） 

 アエかイエのいずれか。アに。 

 

ア 取下擬制は，双方欠席等で１月以内に期日指定の申立てをしないか，又は，２回

連続双方欠席等の場合に認められる（民訴263条）。「かつ」ではない。よって，誤

り。 

 

 以上から，アが誤りで，エが正しいので，３が正解。 

 

 ※ アについて，判断できない場合，イが正しい（取下げは判決確定まですること

ができ（民訴261条１項），相手方が準備書面提出，弁論準備手続で申述，口頭弁

論後はその同意を要する（同条2項））と判断して，３を正解とすることもできま

す。 

    

   

第６問 

（方針） 

 イが１行だが，アも２行で短いので，アから。 

 

ア 民保26条のとおり，正しい。 

（組合せ） 

 アイかアオのいずれか。当然イに。 

 

イ 保全異議の申立ての取下げ，債権者の同意不要（民保35条）。よって誤り。 

 

 以上から，アが正しく，イが誤りなので，２が正解。 
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第７問 

（方針） 

  債務名義となるものは割と多く（民執22条），試験問題でならないものとしては，

執行証書とならない公正証書なので，「公正証書」の文字を探す。 

 

４ 金銭の一定の額の支払いその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を

目的とする請求ではない（特定の動産の引渡し）なので，債務名義とならない。 

 

 ４が正解。 
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【参照条文】 

 

民事訴訟法 

 

（併合請求の場合の価額の算定） 

第９条 一の訴えで数個の請求をする場合には，その価額を合算したものを訴訟の目

的の価額とする。ただし，その訴えで主張する利益が各請求について共通である場

合におけるその各請求については，この限りでない。 

 

（管轄の標準時） 

第１５条 裁判所の管轄は，訴えの提起の時を標準として定める。 

 

（補助参加の申出） 

第４３条 補助参加の申出は，参加の趣旨及び理由を明らかにして，補助参加により

訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。 

 

（補助参加についての異議等） 

第４４条 当事者が補助参加について異議を述べたときは，裁判所は，補助参加の許

否について，決定で，裁判をする。この場合においては，補助参加人は，参加の理

由を疎明しなければならない。 

3 第１項の裁判に対しては，即時抗告をすることができる。 

 

（口頭による訴えの提起） 

第２７１条 訴えは，口頭で提起することができる。 

 

（証書真否確認の訴え） 

第１３４条 確認の訴えは，法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも

提起することができる。 

 

（職権証拠調べ） 

第１４条 裁判所は，管轄に関する事項について，職権で証拠調べをすることができ

る。 

 

（職権による証拠保全） 

第２３７条 裁判所は，必要があると認めるときは，訴訟の係属中，職権で，証拠保

全の決定をすることができる。 

 

（請求の放棄又は認諾） 

第２６６条 請求の放棄又は認諾は，口頭弁論等の期日においてする。 
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（訴えの取下げ） 

第２６１条  

３ 訴えの取下げは，書面でしなければならない。ただし，口頭弁論，弁論準備手続

又は和解の期日（以下この章において「口頭弁論等の期日」という。）においては，

口頭ですることを妨げない。 

 

（訴えの取下げの擬制） 

第２６３条 当事者双方が，口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず，又は

弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合に

おいて，１月以内に期日指定の申立てをしないときは，訴えの取下げがあったもの

とみなす。当事者双方が，連続して２回，口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に

出頭せず，又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退

席をしたときも，同様とする。 

 

 

民事保全法 

 

（保全異議の申立て） 

第２６条 保全命令に対しては，債務者は，その命令を発した裁判所に保全異議を申

し立てることができる。 

 

（保全異議の申立ての取下げ） 

第３５条 保全異議の申立てを取り下げるには，債権者の同意を得ることを要しない。 

 

 

民事執行法 

 

（債務名義） 

第２２条 強制執行は，次に掲げるもの（以下「債務名義」という。）により行う。 

一 確定判決 

二 仮執行の宣言を付した判決 

三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判（確定しなければその

効力を生じない裁判にあつては，確定したものに限る。） 

三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令 

三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令 

四 仮執行の宣言を付した支払督促 

四の二 訴訟費用，和解の費用若しくは非訟事件（他の法令の規定により非訟事件手

続法（平成２３年法律第５１号）の規定を準用することとされる事件を含む。）若
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しくは家事事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第４２条

第４項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分

（後者の処分にあつては，確定したものに限る。） 

五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付

を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で，債務者が直ちに強制執行

に服する旨の陳述が記載されているもの（以下「執行証書」という。） 

六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決 

六の二 確定した執行決定のある仲裁判断 

七 確定判決と同一の効力を有するもの（第三号に掲げる裁判を除く。） 
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